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は　じ　め　に

島根県では、男女共同参画基本法の理念に則り、「島根県男女共同参画計画～

しまねパートナープラン21（改定版）～（計画期間：平成18年度～平成22年度）」

に基づいて、施策の推進に取り組んでまいりました。県政世論調査によると、平成

18年度以降、固定的な性別役割分担意識に否定的な人の割合は増加傾向にあり、

男女共同参画に対する理解が徐々に深まっていることが伺えます。

この計画が昨年度末に終了したことに伴い、平成23年 5月、「第 2次島根県男

女共同参画計画（計画期間：平成23年度～平成27年度）」を策定いたしました。

新計画では、県がめざす社会の姿を明確にし、男性や若者に向けた理解促進や

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進などの施策を新たに盛り

込みました。今後、新計画に沿って、男女共同参画社会の実現に向けて施策を進め

てまいります。

本報告は、平成14年 4月に施行された島根県男女共同参画推進条例の第21条に

基づき、男女共同参画計画に掲げる施策の推進状況及び男女共同参画の推進に関

する施策の実施状況を年次ごとに取りまとめ公表するものです。

多くの県民の皆様に本県の男女共同参画の現状と施策について理解を深めてい

ただき、本県において男女共同参画社会が着実に実現していくことを期待いたし

ます。

　　平 成 23 年 11 月

島根県環境生活部長

伊　藤　修　二
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男女共同参画の推進状況

1．社会制度・慣行、意識、教育の状況
　（1）社会制度・慣行の状況

図1　社会全体における男女の地位の平等感

「男性が優遇されている」と感じている人の割合は、男性が66.3％、女性が85.8％で、男女で意
識の差が見られます。

（島根県：平成21年「男女共同参画に関する県民の意識・実態調査」）
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図2　性別役割分担に関する意識

（参考）平成22年度島根県政世論調査結果

固定的な性別役割分担意識を示す「男は仕事、女は家庭」については、約 6割が否定的ですが、
それ以外の質問については半数以上が固定的な性別役割分担意識に肯定的です。特に「女性は
気配り、男性は決断力」、「子育ては母親」への肯定割合が高くなっています。

（島根県：平成21年「男女共同参画に関する県民の意識・実態調査」）
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（3）女性には細やかな気配りが、男性にはいざというときの決断力が必要だ
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図3　高等学校卒業者の進路別割合

女性は、高等学校卒業後に就職する者の割合が減り、大学等進学者の割合が増加する傾向が続
いており、大学等に進学する割合は男性より5.8ポイントも高くなっています。

その他 就職 専修学校等

大学等

（うち短大） （うち大学）

（島根県：平成22年度「学校基本調査」）

注 1 ）大学等、専修学校等には就職進学者を含む。
　 2 ）専修学校等には、公共職業能力開発施設等
　　　を含む。
　 3 ）就職は、就職進学・入学者を除く。

女　性（単位：％） 男　性

100 80 60 40 20 0

9.0

7.3

7.1

6.5

26.417.7
29.019.5

18.6 30.8
16.0 28.0

44.4

44.1

22.8

26.9 26.7

28.6
37.9

37.0

1.4

1.6

39.6

39.1

6.36.7 18.2 31.0
17.6 26.3

44.1
28.4 26.1

36.4 2.2

39.2

6.4

5.0

5.6

5.6

16.8

29.618.6
16.3 31.0

46.2

4.3 29.816.7
16.9 32.2

17.0 30.9

49.1

4.1 28.020.0
47.9

32.3
15.8 28.5

45.3
25.2 27.3

38.6

37.5
25.9 27.2

2.0

1.8

41.1

42.0

4.7
39.5

23.8 29.4
2.5

41.2 2.2

42.0

5.621.5 29.1
43.8

18.3

17.1

32.7

34.8

4.0

3.8

26.8

27.116.3

18.2
51.0

52.8

41.5

43.8

2.1

1.9

5.8

6.7

21.0

23.422.9

29.0
44.1

47.0

（％）（％）

H14
（2002）

H15
（2003）

H16
（2004）

H17
（2005）

H18
（2006）

H19
（2007）

H20
（2008）

H21
（2009）

H22
（2010）

　（2）教育・学習の状況
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図5　審議会等における女性の委員の割合

　　◯県（目標の対象である審議会等の登用率）
　　◯市町村（地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等の登用率）
審議会等の女性の参画率は、県では40.7％（平成22年4月現在）と、5年連続で40％を上回っています。
一方、市町村では23.8％（平成23年4月現在）と、平成21年度以降、微増傾向となっています。

（％）

市町村県

（島根県環境生活総務課調査）
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H20
（2008）

H21
（2009）

22.6

40.7

23.8

H22
（2010）

H23
（2011）

※県の数値は、平成23年度以降、3月31日現在で調査予定

図4　地方議会における女性の議員の割合

平成23年4月1日現在で、市議会の女性議員の割合は5.9％であり、前年度（6.4％）に比べ減少
しました。町村議会の女性議員の割合は6.0％であり、前年度（5.6％）に比べ増加しました。また、
県議会には2名の女性議員が選出されています。

（島根県環境生活総務課調査）

男性
34人

（94.4％）

女性
2人

（5.6％）

県

男性
192人

（94.1％）

女性
12人

（5.9％）

市

男性
158人

（94.0％）

女性
10人

（6.0％）

町村

合計
36人

合計
204人

合計
168人

2．政策・方針決定過程への男女共同参画の状況
　（1）県・市町村における状況
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図6　県内公務員の女性の管理職の割合

女性の管理職の割合

　　◯県職員における女性の管理職の割合
　　◯市町村職員における女性の管理職の割合
　　◯公立学校教職員における女性の管理職の割合
公務員の女性管理職の割合については、県・市町村とも昨年に比べ伸びており、この10年間での
最高値となりました。
公立学校における女性の管理職登用割合は、ほぼ横ばい傾向となっていますが、公立高等学校の
教頭職はこの10年間での最高値となりました。

市町村県

※管理職とは本庁における課長相当職以上の職
（島根県環境生活総務課調査）
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図7　PTAにおける女性の会長の割合

平成23年9月現在で小学校のPTAの女性の会長の割合は4.0％、副会長の割合は41.1％です。また、
中学校のPTAの女性の会長の割合は1.0％、副会長の割合は32.6％です。

男性
15人

（100％）

女性
0人
（0％）

（会長）

男性
45人

（84.9％）

女性
8人

（15.1％）

（副会長）

合計
15人

合計
53人

男性
216人

（96.0％）

女性
9人

（4.0％）

（会長）

男性
357人

（58.9％）

女性
249人

（41.1％）

（副会長）

合計
225人

合計
606人

男性
101人

（99.0％）

女性
1人

（1.0％）

（会長）

市郡連合会

小学校

中学校

男性
234人

（67.4％）

女性
113人

（32.6％）

（副会長）

合計
102人

合計
347人

（島根県環境生活総務課調査）

　（2）地域における状況
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図8　自治会における女性の会長の割合
（報告があった市町村のみの数値です。）

報告があった市町村の集計結果では、平成23年4月現在で女性の自治連合会の会長・副会長はと
もに0％、自治会の会長・副会長は1.8％・3.2％と非常に低い状況です。

（島根県環境生活総務課調査）

男性
90人

（100％）

（会長）

男性
32人

（100％）

女性
0人
（0％）

（副会長）

合計
90人

合計
32人

男性
2,733人
（98.2％）

女性
49人

（1.8％）

（会長）

自治連合会

自治会

男性
629人

（96.8％）

女性
21人

（3.2％）

（副会長）

合計
2,782人

合計
650人

女性
0人
（0％）

図9　公民館における女性の館長の割合
（報告があった市町村のみの数値です。）

平成23年4月現在で、県内の公民館長のうち6.0％が女性の公民館長です。

（島根県環境生活総務課調査）

男性
219人

（94.0％）

女性
14人

（6.0％）

合計
233人
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　（3）事業所における状況

※平成20年調査より、調査対象事業所を「10人以上」から「5人以上」に拡大
（島根県：「労務管理実態調査」）

図10　女性を役職に登用している事業所の割合

女性を何らかの役職に登用している事業所の割合は年々高まっており、半数以上の事業所で登
用されています。
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3．家庭・地域・職場における男女共同参画の状況
　（1）家庭における状況

図12　仕事、家庭生活、地域・個人の生活についての優先度

希望優先度としては、「仕事」と「家庭生活」をともに優先したい人の割合が35.9％と最も高く、「仕事」と「家
庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先したい人の割合（19.6％）、「家庭生活」を優先したい人の割合
（18.0％）が続いています。
ただ、現状では、全体として「家庭生活」を優先している人（24.6％）、「仕事」を優先している人（24.5％）、「仕事」
と「家庭生活」をともに優先している人（24.2％）がほぼ同じ割合となっており、中でも女性は「家庭生活」を優
先している人の割合（32.9％）が高く、男性は「仕事」を優先している人の割合（32.3％）が高くなっています。

（島根県：平成21年「男女共同参画に関する県民の意識・実態調査」）
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「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先
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全体

（ｎ＝992）
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18.5 3.5 24.2 8.9 6.7 1.63.632.9

32.3 5.0 24.1 6.7 9.2 3.75.513.5

24.6 24.2 7.9 7.8 2.54.1 4.4

図11　家庭の仕事等の役割分担

日常生活における家庭の仕事等のうち、家事・育児・介護に関する5項目は、「該当する仕事は
ない」場合を除いてすべて妻がすることが多くなっていますが、「家庭における重大な事柄の決
定」では夫が半数を占め、最も多くなっています。

（島根県：平成21年「男女共同参画に関する県民の意識・実態調査」）

無回答

（％）
該当する仕事はない

主に親や子どもなど夫婦以外

夫がすることが多い

妻と夫が同じ程度分担

妻がすることが多い
0 20 40 60 80 100

（2）食事のかたづけ

（1）食事のしたく
（ｎ＝744）

87.4

79.7

72.4 15.6

34.7

25.7 9.3

36.26.0 50.0 4.0

55.0 6.2

45.211.0 6.9

5.1 3.2

11.8 3.2

2.8

44.2 5.4 3.92.726.617.2

1.2

2.7

1.7
2.2

0.1

0.1

0.3

0.9

1.7

2.4

3.4

4.35.2

（7）地域活動への参加（自治会・PTAなど）

（6）家庭における重大な事柄の決定

（5）介護の必要な高齢者・病人の世話

（4）小さい子どもの世話

（3）掃除

0.5 1.7

－ 17 －



図14　事業所における雇用環境の整備状況

雇用環境の整備に関する制度の規定を設けている事業所の割合は年々高まり、生理休暇制度、産前
産後休暇制度、育児時間制度、育児休業制度の各制度とも平成11年度から8割以上の事業所が規定
を設けています。
また、介護休業制度も平成14年度以降、約8割の事業所が規定を設けています。

生理休暇制度

産前産後休暇制度

育児時間制度

育児休業制度

介護休業制度

H14
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82.8

80.3
78.5

80.9

90.0
91.5 92.5 91.2 90.6

85.9

81.7

80.0

78.1

※平成20年調査より、調査対象事業所を「10人以上」から「5人以上」に拡大
（島根県：「労務管理実態調査」）
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　（2）事業所における状況
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図13　労働力率

労働力率について、男性は全国よりやや下回っていますが、女性は全国を上回っています。

（％）

全国

島根県

男性

女性

（総務庁統計局：平成17年度「国勢調査」）

注　労働力率（％）＝　
労働力人口（就業者と完全失業者の計）

　×　100
　　　　　　　　　　　　　　　　15歳以上人口

73.2

75.3

50.0

48.8

－ 18 －



図15　育児休業制度・介護休業制度の利用状況

1歳未満の子を養育する労働者がいる事業所のうち育児休業制度を利用した労働者がいる事業所
の割合は、平成8年度以降、約4割です。
また、全ての事業所のうち介護休業制度利用した労働者がいる事業所の割合は、平成14年以降、お
よそ4～5%です。

育児休業制度を利用した労働者がいる事業所の割合

介護休業制度を利用した労働者がいる事業所の割合

H14
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H17
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（％）

38.2
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10.7

4.4

44.0
40.0

36.5

44.2

4.3 5.3

※平成20年調査より、調査対象事業所を「10人以上」から「5人以上」に拡大
（島根県：「労務管理実態調査」）
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図16　育児休業制度を利用した労働者の割合

1歳未満の子を養育する労働者のうち育児休業制度を利用した労働者の割合は、平成14年以降、約3
割です。
1歳未満の子を養育する女性労働者のうち育児休業制度を取得した人の割合は、平成14年以降、7割
以上です。
1歳未満の子を養育する男性労働者のうち育児休業制度を取得した人の割合は、依然として低い状
況です。

1歳未満の子を養育する労働者のうち育児休業制度を利用した人の割合

1歳未満の子を養育する男性労働者のうち育児休業制度を利用した人の割合

1歳未満の子を養育する女性労働者のうち育児休業制度を利用した人の割合

H14
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H17
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H20
（2008）
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81.1 94.8
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33.7
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27.4
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※平成20年調査より、調査対象事業所を「10人以上」から「5人以上」に拡大
（島根県：「労務管理実態調査」）
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図17　こっころカンパニー認定企業数

平成23年10月20日現在

（島根県青少年家庭課調査）

（件）
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H19
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H22
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こっころカンパニー認定企業数は増加傾向を示しています。

※こっころカンパニー：従業員の子育てを積極的に応援する企業を認定し、県の入札や融資制度などで優遇する制度。
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図19　女性の農業委員の割合、女性の農業士数

女性の農業委員の割合は緩やかに増加していますが、女性の農業士数は、生産者の高齢化、世
代交代等により、減少傾向が続いています。

（島根県農業経営課調査）

（％） （人）農業委員の割合 農業士数

H14
（2002）

H13
（2001）

H15
（2003）

H16
（2004）

H17
（2005）

H18
（2006）

1.0% 1.0%
1.3% 1.3%

2.4%
2.7%

48人 48人 47人
45人 44人

41人

H19
（2007）

H20
（2008）

2.6%

4.0%

40人

33人

H21
（2009）

H22
（2010）

4.0% 4.0%

35人
33人

0

2

4

6

8

10

　（3）農林水産業における状況
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図18　家族経営協定締結農家数

家族経営協定を締結している農家数は増加傾向が続いています。

（島根県農業経営課調査）
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図21　女性相談の件数

相談件数、DVに関する相談件数（電話及び面接の合計）は、前年度に比べて73件（2.1％）増加しました。

（島根県女性相談センター調査）

注　女性相談センター等、県の女性相談窓口で受け付けた件数である。

（件）
全相談件数

面接 面接のうちDV

電話 電話のうちDV

H14
（2002）

H15
（2003）

H16
（2004）

H17
（2005）

H18
（2006）

H19
（2007）

H20
（2008）

H21
（2009）

H22
（2010）

9292 168 163 170

598 667 581 561

1,127

194 217 214 265
479

372

1,244
1,462 1,486

1,803

2,462

1,842

2,129 2,067

2,364

3,589

1,045

393

319

2,715

3,760

1,228

373

365

2,715

3,943

1,234

984

369
294

258320

2,295

2,618

3,529 3,602

4．個人の人権関係

図20　ドメスティック・バイオレンスの経験

ドメスティック・バイオレンスの経験については、直接自分が経験したことがある人に自分の
まわりに経験した人がいるを加えると25.0％に上っています。

（島根県：平成21年「男女共同参画に関する県民の意識・実態調査」）

全体
（n＝992）

男性
（n＝436）

女性
（n＝550）

64.1

61.6

67.7

89.1

90.1

88.1

見聞きあり
（計）

25.0

28.5

20.4

自分・身近な
人に経験あり
（計）

知っている
（計）

（％）0 20 40 60 80 100

直接経験した
ことがある

直接経験したことはないが、
自分のまわりに経験した
（している）人がいる

ドメスティック・バイオレンス（DV）
という言葉を聞いたことはある

無回答

直接経験したことはなく、自分のまわり
にも経験した（している）人はいないが、
一般的な知識として知っている

そういう言葉は今まで
聞いたことがない

7.5 17.5 52.5 11.6 10.3

0.0

0.6

9.810.551.118.010.5

3.4 17.0 55.0 12.6 10.6 1.4

－ 22 －



0

10

20

30

40

50

60

70

図23　一時保護件数

一時保護の約 7割がDVによるものとなっています。

（島根県女性相談センター調査）

一時保護件数

うちDV

（件）

22 22

28

35

53

68

49

66

38
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36
33
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H17
（2005）

H18
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H19
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H20
（2008）

41

59

26

37

H21
（2009）

H22
（2010）

図22　女性相談の主訴別相談状況（平成22年度）

平成22年度にあった相談内容を主訴別に見ると、夫の暴力（15.3％）と離婚問題（15.2％）が
特に多い状況です。

（島根県女性相談センター調査）

夫等の酒乱
0.2％

夫等の暴力
15.3％

離婚問題
15.2％

夫その他
13.7％

子その他
7.2％家庭不和　3.6％

その他
12.2％

精神的問題
13.5％

子の暴力　0.7％
親の暴力　0.3％その他の親族の暴力　0.4％

親族その他　2.4％

他の者の暴力　0.6％
男女問題　3.1％

病気　1.7％

住居問題　1.4％
帰住先なし　0.2％その他　1.3％

妊娠・出産　0.5％

その他　2.7％
求職　0.7％

借金・サラ金　0.9％
生活困窮　0.7％

医療
関係
17.0％

その他
1.6％

経済関係
5.0％ 人間関係

75.0％
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5．国際社会関係
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図24　島根県外国人登録者数

平成13年から19年まで、外国人登録者数は年々増加傾向を示し、平成20年以降は概ね横ばいで
推移しています。
平成13年以降、女性の登録者数は男性の登録者数の約2倍となっています。

（人）

女性 男性

H15
（2003）

H16
（2004）

H17
（2005）

H18
（2006）

H19
（2007）

H20
（2008）

H21
（2009）

H22
（2010）

H14
（2002）

H13
（2001）

（法務省入国管理局調査）

3,377 3,512 3,675
4,028

1,7741,677

5,057
5,249 5,352

5,802

1,680 1,737

3,919
4,037

1,820 2,051

5,739
6,088

3,961

2,172

6,133

3,759
3,749 3,614

1,879 2,073 2,081

5,638 5,822 5,695
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基本目標Ⅰ　男女共同参画社会づくりに向けた社会制度・慣習の見直しと意識の改革
重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

重点目標１　男女共同参画の視点にたった社会制度・慣行の見直し

（1）職場、家庭、地域等における制度・慣行の見直し

●男女共同参画の理解促進事業

　①啓発誌「しまねの女と男」の発行（年２回　各3,500部発行）

　②講演会、研修の開催

　　・男女共同参画セミナー（約210名参加）

　　・企業、団体役員セミナー（約100名参加）

　　・男女共同参画テーマ別お届け講座（５ヵ所、のべ253名参加）

　③	市町村、団体等の男女共同参画に関する相談対応（相談件数：40件）

　④市町村男女共同参画計画の策定支援（１町）

3,108 環境生活総務課

●男女共同参画推進員の養成

　①研修の開催（３ヵ所　４回、のべ122名参加）

　　※市町村担当者研修と合同で開催

　②地域での意見交換会（７ヵ所）

　③男女共同参画に関する相談対応

1,123

●働く人と学生のためのくらしマネジメント事業

　〔補助事業〕

　　・事業実施期間：H21～H23年度　

　　・事業実施主体：（財）しまね女性センター

　　①男性のための生活自立支援セミナー

　　　・生活必須科目修得セミナー（５ヵ所　16回、のべ292名参加）

　　　・自分流ライフプラン応援セミナー（２ヵ所、のべ22名参加）

　　　・	職場で学ぶライフマネジメント講座（10ヵ所　16回、のべ558名参加）

　　②学生のためのライフデザイン支援事業

　　　・	学生向けライフデザイン支援講座（４ヵ所　８回、のべ834名参加）

　　　・	中学生・高校生向けデートＤＶ防止講座（８校、のべ735名参加）

　　③男女共同参画かるたの作成　300組

13,800

　

（2）男女共同参画の視点にたった施策の策定及び実施

●	第２次島根県男女共同参画計画策定にあたり島根県男女共同参画審議会

へ諮問

－ 環境生活総務課

●市町村への男女共同参画推進取組支援【再掲】

　①市町村担当者研修の開催（３ヵ所　４回、のべ122名参加）

　　※男女共同参画推進員養成研修と合同で開催

　②市町村、団体等の男女共同参画に関する相談対応（相談件数：40件）

　③市町村男女共同参画計画の策定支援（１町）

317

（3）男女共同参画にかかわる情報の整備・提供

●	県、市町村の男女共同参画関連施策や女性の政策・方針決定過程への参

画状況を調査し、年次報告として公表（年１回）

231 環境生活総務課

重点目標２　男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革

（1）全県的広がりを持った広報・啓発活動の展開

●	男女共同参画の理解促進事業【再掲】

　①啓発誌「しまねの女と男」の発行（年２回　各3,500部発行）

　②講演会、研修の開催

　　・男女共同参画セミナー（約210名参加）

　　・企業、団体役員セミナー（約100名参加）

　　・男女共同参画テーマ別お届け講座（５ヵ所、のべ253名参加）　　　

　③市町村、団体等の男女共同参画に関する相談対応（相談件数：40件）

2,891 環境生活総務課

●６月の男女共同参画推進月間を中心に、新聞、テレビで啓発 －

●	関係団体との連携による男女共同参画推進事業

　・	「男女共同参画社会形成促進会議」の開催により、情報交換・意見交換

を実施

　　構成団体：	51団体（行政13、関係団体15、女性団体13、学識・マスコ

ミ10）

191

－ 25 －
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重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

（2）男女共同参画に関する法令等の周知

●	県ホームページにおいて男女共同参画推進条例や男女共同参画計画を周

知

－ 環境生活総務課

重点目標３　男女共同参画を推進する教育・学習の充実

（1）学校教育等における男女共同参画に関する教育の推進

①保育及び幼児教育における男女共同参画に関する取組の推進

●保育所職員育児支援専門研修

　	保育所職員に対し専門知識の習得・保育技術の向上や子育て相談技術の

向上を目的とした研修を行った。

　　①障がい児保育研修

　　②保育士現任研修（中堅コース）

　　③乳児保育研修

　　④子育て支援センター担当者研修

　を県東西部でそれぞれ１回ずつ開催した。

1,127 青少年家庭課

●	幼稚園新規採用教員研修を実施。幼児期から男女共同参画の視点に立っ

た指導を行うよう努めた。

　　幼稚園新規採用教員研修

　　・期間８日間　参加者12名

－ 教育庁

義務教育課

●学校等における男女共同参画に関する教育の推進

　	人権の視点から男女共同参画に関する教育の充実を図るため資料を収集

し、人権・同和教育に係る各種研修講座やＨＰ上において情報提供を行

った。

－ 教育庁

人権同和教育課

②学校教育における男女共同参画に関する教育の推進

●	私立学校において、子どもの人権に配慮し、男女共同参画の視点に立っ

た教育、指導が行われるよう啓発と協力要請に努めた。

　	また、平成16年度から私立学校へ動機付けを図るという観点から、私立

学校振興費補助金の配分基準を見直し、人権・同和教育推進経費へ政策

的経費配分を行った。

－ 総務課

●	小学校家庭科教育講座、中学校・高等学校家庭科教育講座、中学校免許

外教科担任・非常勤講師実技教科教育講座（家庭科分野）を実施。家庭

科教育の充実に努めた｡

　・のべ日数３日間　受講者65名

－ 教育庁

高校教育課

義務教育課

●学校等における男女共同参画に関する教育の推進【再掲】

　	人権の視点から男女共同参画に関する教育の充実を図るため資料を収集

し、人権・同和教育に係る各種研修講座やＨＰ上において情報提供を行

った。

－ 教育庁

人権同和教育課

③高等教育機関における男女共同参画に関する教育の推進

●公開講座

　大学の専門的・総合的な教育研究機能を社会的教育面に活用した。

　　＊島根県立大学［６講座、27テーマ］

　　＊島根県立大学短期大学部松江キャンパス［13講座］

　　＊島根県立大学短期大学部出雲キャンパス［12講座］

－ 総務課

●北東アジア地域研究しまね県民大学院（ＮＥＡＲカレッジ）

　	大学専門課程から大学院修士課程１年次レベルの専門的な講義を系統的

に実施した。

　　＊島根県立大学（春学期）

－

●客員教授講演会（特別講演会）

　	各分野において優れた識見を有する人を客員教授に招き、講演会を実施

した。

　　＊島根県立大学短期大学部出雲キャンパス［２講演］

－

●社会人特別選抜試験

　社会人を対象とした入学制度を実施した。

　　＊島根県立大学

　　＊島根県立大学短期大学部

－
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重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

●科目等履修生

　	生涯学習の推進を図るため、社会人が学生と同じ講義をパートタイム履

修し正規の単位を取得できるように運営した。

　　＊島根県立大学

　　＊島根県立大学短期大学部

－ 総務課

●聴講生

　	生涯学習の推進を図るため、社会人が学生と同じ講義を受講できるよう

に運営した。（単位の認定は行っていない）

　　＊島根県立大学

　　＊島根県立大学短期大学部松江キャンパス

－

④教職員の男女共同参画に関する理解の促進

●管理職研修会において指導。男女共同参画に関する理解の促進に努めた。 － 教育庁

義務教育課

●学校等における男女共同参画に関する教育の推進【再掲】

　	人権の視点から男女共同参画に関する教育の充実を図るため資料を収集

し、人権・同和教育に係る各種研修講座やＨＰ上において情報提供を行

った。

－ 教育庁

人権同和教育課

（2）家庭・地域における男女共同参画に関する教育の推進

●社会教育指導者への研修の充実事業

　	幼･小･中･高･特別支援学校ＰＴＡ指導者が､学校と家庭、地域社会を結ぶ

要として、家庭教育に大きな関わりを持つＰＴＡに求められているもの

は何なのか参加者全員で考える研修会を実施した。

　　内容：今、ＰＴＡに求められているもの

　　　　　～ふるまい向上プロジェクトとＰＴＡ活動～

　　　　島根県ＰＴＡ指導者合同研修会

　　　　　実施時期：平成22年11月27日（土）

　　　　　会　　場：出雲市　ビックハート出雲

　　　　　対 象 者：幼・小・中・高・特ＰＴＡ連合会の指導者149名

220 教育庁

社会教育課

●島根県連合婦人会事業費補助金

　	女性の社会教育団体として､積極的に男女共同参画社会の実現に取り組

んでいる島根県連合婦人会の活動を支援するため､実践研究集会への補

助を実施した。

200

（3）多様な学習ニーズに対応した学習機会の提供

●地域の情報リテラシー向上事業

　	地域の情報化、県民の情報リテラシーの向上を推進するため、地域ＩＴ

リーダーや、学習団体・サークルなどを中心に、県内各地で行われてい

る住民自らの学習活動を支援した。

　　・地域ＩＴ相談　　　　利用者数　　331人

　　・講習会への講師派遣　受講者数　　945人

　　・講習会への機材貸出　利用者数　3,395人

　　・出張パソコン講習会　受講者数　1,127人

　　・ＩＴ関係者のネットワーク化支援（交流会開催）　参加者数　458人

　　委託先：[東部]（有）Ｗｉｌｌさんいん

　　　　　　[中部]ＮＰＯ法人　納川の会

　　　　　　[西部]ＮＰＯ法人　Ａ－ＧＥＮＥＲいわみ

14,215

　

情報政策課

－ 27 －



基本目標Ⅱ　政策・方針決定過程への男女共同参画の推進
重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

重点目標４　県の政策・方針決定過程への女性の参画推進

（1）県の政策・方針決定過程への女性の参画推進

●女性の参画促進・人材育成事業

　①	審議会等への女性参画を推進するため、審議会委員任命における事前

確認の実施

　②女性人材リストの整備、情報提供

300 環境生活総務課

●男女共同参画推進員の養成【再掲】

　①研修の開催（３ヵ所　４回、のべ122名参加）

　　※市町村担当者研修と合同で開催

　②地域での意見交換会（７ヵ所）

　③男女共同参画に関する相談対応

1,123

●しまね女性ファンドによる女性グループへの支援

　・採択件数：45件

13,440

（採択額）

（2）県における女性職員の登用等の促進

●	県行政の施策･方針決定過程への女性の参画を進めるため、「島根県人材

育成基本方針」に基づき、女性職員の育成に努め、積極的に登用した。

　	また、女性職員が様々な職務等の経験をできるようキャリア形成の機会

を積極的に提供した。

　・平成23年度の課長級以上の女性職員の割合

　　5.4％（病院･教育･警察職員を除く）

－ 人事課

〈大学等への協力要請〉

●法人運営に必要な審議委員等の任免にあたり、女性登用を働きかけた。

－ 総務課

（3）県の政策・方針決定過程への女性の意見の反映の促進

●	県の様々な計画等策定に当たっては、所管課によるインターネット等を

活用したパブリックコメントを実施し、県民の意見の反映を図った。

－ 環境生活総務課

●女性の参画促進・人材育成事業【再掲】

　①	審議会等への女性参画を推進するため、審議会委員任命における事前

確認の実施

　②女性人材リストの整備、情報提供

300

●男女共同参画推進員の養成【再掲】

　①研修の開催（３ヵ所　４回、のべ122名参加）

　　※市町村担当者研修と合同で開催

　②地域での意見交換会（７ヵ所）

　③男女共同参画に関する相談対応

1,123

●しまね女性ファンドによる女性グループへの支援【再掲】

　・採択件数：45件

13,440

（採択額）

重点目標５　市町村・企業・団体等における取組の促進

（1）市町村への働きかけと支援の推進

●市町村における女性職員の登用促進

　	市町村における女性職員の登用、職域拡大及び能力開発を推進するため、

情報提供を行った。

－ 環境生活総務課

●市町村への男女共同参画推進取組支援【再掲】

　①市町村担当者研修の開催（３ヵ所　４回、のべ122名参加）

　　※男女共同参画推進員養成研修と合同で開催

　②市町村、団体等の男女共同参画に関する相談対応（相談件数：40件）

　③市町村男女共同参画計画の策定支援（１町）

　④	県、市町村の男女共同参画関連施策や女性の政策・方針決定過程への

参画状況を調査し、年次報告として公表（年１回）

　⑤女性人材リストの整備、情報提供

848

●関係団体との連携による男女共同参画推進事業【再掲】

　・	「男女共同参画社会形成促進会議」の開催により、情報交換・意見交換

を実施

　　構成団体：	51団体（行政13、関係団体15、女性団体13、学識・マスコ

ミ10）

191

－ 28 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

（2）各種機関、団体、企業等の取組の促進

●男女共同参画の理解促進事業【再掲】

　①啓発誌「しまねの女と男」の発行（年２回　各3,500部発行）

　②講演会、研修の開催

　　・男女共同参画セミナー（約210名参加）

　　・企業、団体役員セミナー（約100名参加）

　　・男女共同参画テーマ別お届け講座（５ヵ所、のべ253名参加）

　③市町村、団体等の男女共同参画に関する相談対応（相談件数：40件）

2,891 環境生活総務課

●関係団体との連携による男女共同参画推進事業【再掲】

　・	「男女共同参画社会形成促進会議」の開催により、情報交換・意見交換

を実施

　　構成団体：	51団体（行政13、関係団体15、女性団体13、学識・マスコ

ミ10）

191

重点目標６　女性の人材育成と人材情報の整備・提供

（1）女性の人材育成

●女性の参画促進・人材育成事業【再掲】

　①	審議会等への女性参画を推進するため、審議会委員任命における事前

確認の実施

　②女性人材リストの整備、情報提供

300 環境生活総務課

●男女共同参画推進員の養成【再掲】

　①研修の開催（３ヵ所　４回、のべ122名参加）

　　※市町村担当者研修と合同で開催

　②地域での意見交換会（７ヵ所）

　③男女共同参画に関する相談対応

1,123

●しまね女性ファンドによる女性グループへの支援【再掲】

　・採択件数：45件

13,440

（採択額）

●人権・同和問題を考える女性の集い

　	人権･同和問題を女性の立場で正しく理解し、問題解決への力量と実践力

を高め、人権・同和教育の地域への浸透を図った。

　＊実施日　：平成22年８月22日（日）

　＊実施場所：浜田市

　＊参加者　：県内女性団体から86名

1,100 人権同和対策課

（2）女性人材情報の整備・提供

●女性人材リストの整備、情報提供【再掲】 300 環境生活総務課

－ 29 －



基本目標Ⅲ　家庭、職場、地域における男女共同参画の推進
重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

重点目標７　家庭生活と他の活動の両立支援

（1）家庭生活、地域社会等における男女共同参画の促進

①家庭生活における男女共同参画の促進

●男女共同参画の理解促進事業【再掲】

　①啓発誌「しまねの女と男」の発行（年２回　各3,500部発行）

　②講演会、研修の開催

　　・男女共同参画セミナー（約210名参加）

　　・企業、団体役員セミナー（約100名参加）

　　・男女共同参画テーマ別お届け講座（５ヶ所、のべ253名参加）

　③市町村、団体等の男女共同参画に関する相談対応（相談件数：40件）

　④市町村男女共同参画計画の策定支援（１町）

3,108 環境生活総務課

●働く人と学生のためのくらしマネジメント事業【再掲】

　〔補助事業〕

　　・事業実施期間：H21～H23年度

　　・事業実施主体：（財）しまね女性センター

　　①男性のための生活自立支援セミナー

　　　・生活必須科目修得セミナー（５ヶ所　16回、のべ292名参加）

　　　・自分流ライフプラン応援セミナー（２ヶ所、のべ22名参加）

　　　・職場で学ぶライフマネジメント講座（10ヶ所　16回、のべ558名参加）

　　②学生のためのライフデザイン支援事業

　　　・学生向けライフデザイン支援講座（４ヶ所　８回、のべ834名参加）

　　　・中学生・高校生向けデートＤＶ防止講座（８校、のべ735名参加）

　　③男女共同参画かるたの作成　300組

13,800

②地域社会における男女共同参画の促進

●男女共同参画推進員の養成【再掲】

　①研修の開催（３ヶ所　４回、のべ122名参加）

　　※市町村担当者研修と合同で開催

　②地域での意見交換会（７ヶ所）

　③男女共同参画に関する相談対応

1,123 環境生活総務課

●地域組織活動育成費補助事業

　	児童厚生施設等を拠点として活動する地域活動等の地域組織に対し活動

費の助成を行った。

　※事業主体：市町村（５市町村13組織）

　※対　　象：地域住民

　※事業内容：

　　・親子及び世代間の交流、文化活動

　　・児童養育に関する研修活動

　　・児童の事故防止等活動

1,388 青少年家庭課

●島根県連合婦人会事業費補助金【再掲】

　	女性の社会教育団体として、積極的に男女共同参画社会の実現に取り組

んでいる島根県連合婦人会の活動を支援するため、実践研究集会への補

助を実施した。

200 教育庁

社会教育課

●社会教育指導者への研修の充実事業【再掲】

　	幼･小･中･高･特別支援学校ＰＴＡ指導者が、学校と家庭、地域社会を結

ぶ要として、家庭教育に大きな関わりを持つＰＴＡに求められているも

のは何なのか参加者全員で考える研修会を実施した。

　　内容：今、ＰＴＡに求められているもの

　　　　　～ふるまい向上プロジェクトとＰＴＡ活動～

　　　　島根県ＰＴＡ指導者合同研修会

　　　　　　実施時期：平成22年11月27日（土）

　　　　　　会　　場：出雲市　ビックハート出雲

　　　　　　対 象 者：幼・小・中・高・特ＰＴＡ連合会の指導者149名

220

－ 30 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

●派遣社会教育主事等研修事業

　	社会教育主事等の資質・能力向上のために男女共同参画の促進等の内容

を盛り込んだ研修会を開催した。

　　第１回　　平成22年５月19日（水）～21日（金）

　　第２回　　平成22年９月30日（木）～10月１日（金）

　　第３回　　平成23年１月19日（水）～21日（金）

　　新任研修　平成22年４月15日（木）～16日（金）

－ 教育庁

社会教育課

●しまねナイスパートナー事業

　	男女共同参画の趣旨に添って、地域づくり活動を積極的に行っておられ

るご夫婦を選定し、地域活動の取組の参考事例として紹介するとともに、

地域づくりのアドバイスをいただいた。

　・選定者：４組

180 地域政策課

●しまね田舎ツーリズム推進事業

　	都市と農山漁村の共生を推進する取組を行政・地域の男女が協働して推

進。

　・	民間の立ち上がり支援と相談窓口（田舎ツーリズムコーディネーター

の配置）

　・農山漁村民泊の水準維持のための研修会実施

　・田舎ツーリズムの全国発信

　・実践者任意団体への研修会開催費の助成（５件）

8,085

③民間活動と連携した男女共同参画社会づくりの推進

●しまね女性ファンドによる女性グループへの支援【再掲】

　・採択件数：45件

13,440

（採択額）

環境生活総務課

④ボランティア活動等への参画促進のための環境整備

●県民との協働を進めＮＰＯ活動を活性化する事業 環境生活総務課

　（1）活動団体の自立促進と活性化事業

　　　	ボランティア活動をはじめとする県民の様々な社会貢献活動への参

加しやすい環境をつくるため、しまね県民活動支援センター（ふる

さと島根定住財団）において実施

　　　①情報誌「しまねいきいきねっと」の発行（月１回　各1,800部発行）

　　　②	「県民活動応援サイト島根いきいき広場」・「しまね地域ポータル

サイトだんだん」の運営による情報支援

　　　③研修・専門相談の実施

　　　　・ＮＰＯ実務者研修　（227名受講）

　　　　・ＮＰＯマネジメント支援研修　（63名受講）

　　　　・専門相談員による相談業務　（相談件数40件）

13,569

　（2）県民による社会貢献活動拡大のための支援事業

　　　	県内各地域で社会貢献活動を行う団体に対し幅広く支援するため、

島根県社会福祉協議会に基金を設置し助成事業を実施

　　　・採択件数　209件

30,079

（採択額）

　（3）県民との協働のための環境づくり事業

　　　協働の正しい理解と認識を深めることを目的とした研修等の実施

　　　①協働実践事業研修

　　　　	合宿研修（43名参加）、中間研修（41名参加）、事業報告会（68名

参加）

　　　②協働推進員研修（年２回開催）

　　　③島根県県民いきいき活動促進委員会の開催　（年２回開催）

1,415

●ＮＰＯ活動総合支援事業

　（1）しまね社会貢献基金事業

　　　	社会貢献活動の充実と協働の促進を図り、ＮＰＯ等活動団体支援の

ため、しまね社会貢献基金を活用した助成事業等を実施

　　　①団体支援助成事業

　　　　	しまね社会貢献基金登録団体が企画・実施する事業への助成

　　　　・採択件数：７件

20,954

－ 31 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

　　　②協働助成事業

　　　　しまね社会貢献基金登録団体が企画・実施する事業への助成

　　　　・しまね協働実践事業　　　　　採択件数３件

　　　　・鳥取・島根広域連携協働事業　採択件数２件

　　　　・寄附者設定テーマ型協働事業　採択件数１件

　　　③県民活動顕彰事業

　　　　	ボランティア団体、ＮＰＯ、企業が行う県民いきいき活動のうち、

特に先駆的なもの、地域貢献度の高いものなどの顕彰を実施

　　　　・表彰団体：10団体

環境生活総務課

　（2）ＮＰＯ活動支援低利融資制度

　　　	資金調達が課題となっているＮＰＯ法人の活動を支援するため、金

融機関と協調し預託する方法で低金利融資を実施

　　　・金融機関への預託額：30,000千円

　　　・貸付実績：３件

－

●県ボランティアセンター事業

　	地域の相互扶助機能が弱体化し、ボランティアによる福祉活動がますま

す重要になっていることから、人材の養成を図りながら、県民のボラン

ティア活動への参加の促進を図った。

　［県ボランティアセンター事業］

　　＊実施主体：県社会福祉協議会（負担　国１／２、県１／２）

　　＊事業内容

　　　①福祉教育推進事業

　　　②団塊世代の参画によるボランティアセンター活性化事業

　　　③ボランティアコーディネータースキルアップ研修の実施

　　　④災害ボランティアセンター設置訓練事業

　　　⑤県民活動応援サイト等による情報の提供

8,272 地域福祉課

⑤労働時間の短縮等就業条件の整備

●しまね子育て応援企業（こっころカンパニー）認定制度

　	子育て支援（仕事と家庭の両立支援）に積極的に取り組む企業を「こっ

ころカンパニー」に認定するとともに、優れた取組を顕彰した。

　＊認定企業：169社

　＊表彰企業：	４社

1,202 青少年家庭課

●働き方の見直し促進事業

　	労働関係法全般について専門的な知識を要する諸問題等への相談や豊か

なライフスタイル創造を促す情報提供を行った。

　・委託先：島根県中小企業団体中央会

　・アドバイザー派遣先：19事業所

400 雇用政策課

（2）育児・介護と雇用の両立及び再就職の支援

●	「子育てしやすい職場づくり計画」に基づき、引き続き、母性保護、子

育て支援の観点で設けられている諸制度の周知を図り、休暇等の取得促

進に努めた。

－ 人事課

●しまね子育て応援企業（こっころカンパニー）認定制度【再掲】

　	子育て支援（仕事と家庭の両立支援）に積極的に取り組む企業を「こっ

ころカンパニー」に認定するとともに、優れた取組を顕彰した。

　＊認定企業：169社

　＊表彰企業：	４社

1,202 青少年家庭課

●育児休業者の生活資金貸付

　	育児休業者や介護休業者の生活の安定を図るとともに、制度の利用促進、

定着を進めるために、金融機関と提携し、低利の貸付制度を設けた。

　・金融機関への預託額：350,000千円

　　※貸付実績なし

－ 雇用政策課

●緊急再就職訓練

　	民間機関を活用した高度、多様な職業能力開発機会の提供を通じ、離職

者の早期再就職促進を図った。

　・40コース　641人

301,278

－ 32 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

（3）多様なライフスタイルに対応した子育て支援対策の充実

①子育て支援環境の整備

●地域行動計画（後期計画）の推進・進捗管理

　・次世代育成行動計画（前期計画）の目標達成状況確認

　・後期計画の進捗管理

－ 青少年家庭課

●みんなで子育て応援事業

　	子育てに関する啓発事業や、企業等の取組の募集・促進などを行うこと

により、行政・企業・団体等が一体となって子育てを応援していく「子

育ての社会化」に向けた気運醸成を図った。　

　①しまね子育て応援パスポート事業

　　	子育て家庭に交付するパスポートを媒介に、企業、団体等による子育

て支援の推進や親子のふれあいの機会の創出等を通じた意識啓発活動

を実施

　　＊パスポート交付数：648,437枚（累積）

　　＊協賛店舗数：2,152店舗

1,253

　②みんなで子育て応援助成事業

　　	県内の民間団体等が行う子育て支援等の少子化対策に資する取組につ

いて、その経費の一部を助成した。

　　※助成対象：	助成対象事業を実施するために必要な経費で知事が必要

と認めるもの

　　※補助率等：対象経費の一部を助成（10分の10）（助成限度額30万円）

　　※実施主体：県

　　※助成実績：８件、1,790千円

1,790

　③みんなで子育て応援大賞

　　子育て支援に積極的に取り組んでいる企業やグループ等を表彰。

　　【こっころ協賛店部門】３社

　　【こっころカンパニー部門】４社

　　【子育て支援グループ部門】３グループ

　　【ことのは部門】知事賞１人　他

2,290

　④みんなで子育て応援隊育成事業

　　	地域で子育て支援活動を行う担い手やグループの育成と活動への支援

を行うとともに、地域の多様な主体が子育て支援活動に参画する気運

を醸成した。

　　※助成実績　８事業

4,067

　⑤	こっころ通信を発行し、子育て家庭に子育て情報を発信。年18回発行。 －

●特別保育事業

　特定保育、休日保育等の多様な保育サービスの推進を図った。

　＊事業内容：	特定保育事業、休日・夜間保育事業、病児・病後児保育事

業、待機児童解消促進等事業、保育環境改善等事業、延長

保育事業

700,995

●放課後児童健全育成事業

　	共働き等で昼間保護者のいない家庭の小学校低学年の児童に対し児童

館・保育所・学校の空室等で指導・遊び等により発達の助長に係るサー

ビスを行い、児童の健全育成を図った。

　・事業主体：市町村等

　・対　　象：主として小学校１～３年生

340,713

●しまねすくすく保育支援事業

　	市町村が主体的、柔軟かつ効果的に子育て支援事業を実施することによ

り「しまねっ子すくすくプラン」の着実な推進を図った。

　＊事業内容：	市町村が行うメニュー事業の実施状況に応じて交付金を配

分

　［メニュー］

　　①県単一時保育事業

　　②県単休日保育事業

　　③障がい児等保育対策事業

　　④民間保育所運営対策事業

70,352

－ 33 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

　　⑤認可外保育施設入所児童処遇改善事業

　　⑥県単地域子育て支援センター事業

　　⑦放課後児童健全育成事業

青少年家庭課

●病院内保育所運営事業

　	病院及び診療所の医療従事者のために保育施設を運営する事業に助成

し、医療従事者の離職防止及び再就業を促進した。

　※実施主体：民間の医療機関

　※実績：４病院に対して助成

39,427 医療政策課

●女性医師支援講演会・意見交換会

　	女性医師等が仕事と家庭の両立を実現するための講演会及び意見交換会

を開催。

　※実施主体：県及び島根大学

　　開 催 日：平成22年７月６日

　　参 加 者：36名　　

45

●児童虐待への取組

　○	早期対応警察活動を通じて認知した児童虐待容疑事案115件223人を認

知し、そのうち、既に児童相談所等関係機関で対応中の児童等108人を

除いた115人を児童相談所に通告した。

　　また、児童相談所からの援助要請は１件であり、速やかに対応した。

　○被害児童の支援等

　　	被害児童に対しては、少年補導職員等によるカウンセリングを行った

ほか、保護者に対する指導・助言等を行った。

　　※事業主体：警察本部、警察署

　　※事業実施期間：通年

－ 警察本部

少年女性対策課

②ひとり親家庭への支援の充実

●児童扶養手当支給事業

　	父または母と生計を同じくしていない児童の母等に児童扶養手当を支給

し、児童の福祉の増進を図った。

　　①対象者：法に定める支給要件に該当する児童の母、養育者

　　②手当額：	児童１人目41,720～9,850円、２人目5,000円、３人目以降

3,000円

　＊県内受給者数：	5,524人（福祉行政報告例第61表　平成23年３月末日現

在）　　　　　　　

－ 青少年家庭課

●母子福祉資金貸付事業

　	配偶者が無く児童を扶養している女子に資金を貸付けることにより、経

済的自立の助成と生活意欲の助長を図った。

　＊貸付実績　727件　340,919千円

340,919

●寡婦福祉資金貸付事業

　	寡婦に対して資金を貸付けることにより、経済的自立の助成と生活意欲

の助長を図った。

　＊貸付実績　22件　12,428千円

12,428

●母子福祉センター運営事業

　	母子福祉センターに指導員を配置し母子家庭及び寡婦からの各種相談に

応じた。併設の母子家庭等就業・自立支援センターには就業相談員を配

置して就業相談、無料職業紹介、就業支援講習会開催等を実施するとと

もに、養育費相談員を配置して養育費に関する相談を行い、もって母子

家庭等の自立助長を図った。

　＊活動実績

　　①就業相談　606件

　　②職業紹介　276件

　　③就業支援講習会等

　　　調理師・製菓衛生師入門　２回（25人受講）

　　　パソコン講習会　　　　　２回（35人受講）

　　　就業支援セミナー　　　　２回（30人受講）

　　④養育費相談　26件

7,837

－ 34 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

●ひとり親家庭生活支援講習会事業

　	母子家庭等を対象として、養育費の取得・児童のしつけ･育児･健康管理

等の生活支援講習会を県内各地で開催した。

　＊開催実績：12回（225人参加）

288 青少年家庭課

●母子家庭等日常生活支援事業

　	母子家庭の母等が、修学等の自立促進に必要な事由や疾病等の社会的な

事由により、一時的に介護、保育等のサービスが必要な世帯等に家庭生

活支援員を派遣するなど、その生活を支援し、生活の安定を図った。

　＊派遣実績：19回（のべ22日）

230

●ひとり親家庭法律相談事業

　	母子家庭等を対象として、養育費の取得・金銭問題等について弁護士に

よる法律相談を無料で実施した。

　＊相談実績：９回（14人）

310

●母子自立支援員の配置

　	母子家庭や寡婦からの相談に応じ、その自立に必要な指導を行うととも

に、求職活動等の支援を行った。

　＊設置場所：市町村福祉事務所

　＊人　　数：28人

　＊相談実績：3,492件

－

●母子家庭自立支援教育訓練給付事業

　	母子家庭の母への給付金の支給により、就業・自立に有効な能力開発の

取組を支援した。

　（1）事業内容：	母子家庭の母が職業能力開発のための講座を受講した場

合、教育訓練終了後に給付金を支給する。

　（2）対象講座：①雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座

　　　　　　　　②知事等が別に指定する講座

　（3）支 給 額：受講経費の２割（上限10万円、下限４千円）

　＊県内給付実績：８人

－

●母子家庭高等技能訓練促進給付金事業

　	高等技能訓練促進費及び入学支援修了一時金

　（1）事業内容：	母子家庭の母が専門的な資格養成機関で２年以上修業す

る場合に、一定期間給付金を支給する。また養成機関へ

の入学時における負担を考慮し入学支援修了一時金を修

了後に支給する。これら給付により生活費の負担を軽減

する。

　（2）対象資格：	看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士、

その他知事等が指定する資格

　（3）支給対象期間：	高等技能訓練促進費修業期間の全期間（H21.6.5～

H24.3.31までに修業している者に限る）

　（4）支給額：高等技能訓練促進費　月額141,000円または70,500円

　　　　　　　入学支援修了一時金　月額	50,000円または25,000円

　　　（いずれも市町村民税の課税の状況による）

　＊県内給付実績：48人

28,635

（4）介護サービス等の充実

●介護サービス情報の公表事業

　	介護サービス利用者の選択を実現するため、各事業所の提供サービスが

比較検討できるよう情報公表制度を実施するとともに、その定着を図っ

た。

　※実施体制

　　○指定情報公表センター：県社協

　　○指定調査機関：６機関

　　○対象事業所：前年度報酬実績100万円超

5,846 高齢者福祉課

●地域支援事業

　	要介護状態になる前の高齢者への介護予防、高齢者の総合相談、相談支援

を推進するため、介護保険者に対し地域支援事業交付金を交付した。　

〔内訳〕　介護予防事業　74,960千円

　　　　　包括的支援事業及び任意事業　186,243千円

261,203

－ 35 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

●介護保険サービス充実強化事業

　	社会全体で介護を支援する介護保険制度の円滑な運営を図るためには、

多様な介護ニーズに対応した介護サービスの充実が重要であり、介護支

援専門員や介護サービス従事者の養成や資質向上に向けた研修事業等を

実施した。

　※事業主体：県

　※事業内容

　　①介護従事者向け認知症研修事業

　　　・認知症介護指導者養成研修

　　②ケアマネジャー総合支援事業

　　　・介護支援専門員実務研修

　　　・　　　〃　　　現任研修

　　　・　　　〃　　　更新研修

　　　・主任介護支援専門員研修

36,701 高齢者福祉課

●	（財）介護労働安定センター及び島根労働局と連携を図りながら、介護

労働者の雇用管理の改善能力の開発・向上等に関する措置を講ずること

により、介護労働者の雇用機会の創出を支援した。

　＊内容：	介護労働者の雇用管理の改善に関する法律に基づく改善計画の

認定

　＊対象：介護関連事業主

　＊認定件数：８件

－ 雇用政策課

重点目標８　雇用の分野における男女共同参画の促進

（1）男女に均等な雇用環境の整備

●ワーク・ライフ・バランス推進啓発

　	事業主や労働者等に対して、働きやすい職場環境の整備を目的とした、各

種労慟関係法を総合的にまとめた「働く人、雇う人のためのハンドブッ

ク」を作成した。

　・作成部数　3,000部

　・配布先　　一般企業、商工団体、市町村等

353 雇用政策課

●労働相談員の配置

　・相談人数　51人（のべ件数62件）

1,049

（2）働く女性の妊娠・出産にかかわる保護

●働き方の見直し促進事業【再掲】

　	労働関係法全般について専門的な知識を要する諸問題等への相談や豊か

なライフスタイル創造を促す情報提供を行った。

　・委託先：島根県中小企業団体中央会

　・アドバイザー派遣先：19事業所

400 雇用政策課

（3）女性の職業能力の開発の促進

●緊急再就職訓練【再掲】

　	民間機関を活用した高度、多様な職業能力開発機会の提供を通じ、離職

者の早期再就職促進を図った。

　・40コース　641人

301,278 雇用政策課

（4）多様な働き方を可能とする就業条件の整備

●	広報誌「しまねの労働」、県ホームページ等において、普及・啓発を図っ

た。

　・広報誌「しまねの労働」

　　発　行　年６回　各1,650部発行

　　配布先　一般企業、組合等

687 雇用政策課

重点目標９　農林水産業等におけるパートナーシップの確立

（1）あらゆる場における意識及び行動の変革

●	農業改良普及事業の中で、新規就農者の営農開始時等に農業経営の確立

のための家族経営協定締結等を推進した。

－ 農業経営課

（2）政策・方針決定過程への女性の参画の促進

●	多くの女性が農業委員に参画できるよう、島根県農業会議と連携し各市

町村農業委員会に働きかけを行った。

－ 農業経営課

－ 36 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

●	森林組合指導業務の中で男女共同参画の推進を説いてきたところ、森林

組合の女性職員で構成される「女性ネットワークの会」において、国、県

の森林林業施策の状況、会計実務、マネジメント等に関する研修を２回

開催され、森林組合経営への参画意識を高めることにつながった。

－ 林業課

●	漁村における女性の自主的活動の助長を図るとともに、各地の活動成果

について情報発信を行った。

－ 水産課

（3）女性の経済的地位の向上及び就業環境の整備

●	農業改良普及事業の中で、新規就農者の営農開始時等に農業経営の確立

のための家族経営協定締結等を推進した。【再掲】

－ 農業経営課

●婦人高齢者活動資金貸付金

　	婦人または高齢者であって沿岸漁業の従事者またはその家族である者に

対し、水産動植物の採捕、養殖、加工等の生産活動に必要な機器等設置

または生産活動に必要な資金について貸付制度を設けた。

　※貸付限度額：１団体80万円

　　貸付実績なし

－ 水産課

（4）女性が住みやすく活動しやすい環境づくりの推進

●	農業改良普及事業の中で、新規就農者の営農開始時等に農業経営の確立

のための家族経営協定締結等を推進した。【再掲】

－ 農業経営課

●	しまね女性農業者ネットワーク（３Ｃの会）、しまね畜産女性ネットワー

クに対して、それぞれの会の活動推進に向けた情報提供を行うとともに、

個々の資質向上を目的に各種研修会への参加誘導を図った。

－

●	林業研究グループリーダー研修に多くの女性が参画するよう働きかけ、

リーダーとしての資質向上を図った。

470 林業課

重点目標10　だれもが安心して暮らせる環境の整備

（1）防災・災害復興対策における男女共同参画の推進

●県地域防災計画の加筆修正

　	物資の調達や被災地の復旧・復興対策について、年齢・性別によるニー

ズの違い等に配慮する旨を記載した。

－ 消防防災課

●	市町村地域防災計画の修正協議において、引き続き男女の違いに配慮し

た防災対策（避難所における女性への配慮等）について記載を求めた。

－

●防災安全講演会の実施

　	危機管理教育研究所代表の国崎信江さんを講師に迎え、県民向けの講演

会を実施。女性・母の視点から家庭や地域での自主防災活動の普及啓発

に努めた。

　・開催場所：津和野町

　・講演会参加人数：80名

117

（2）消費生活の安定と向上の推進

●消費者啓発推進事業

　	消費者被害の未然防止や消費者としての知識の普及を図るため、食の安

全安心講習会の開催やマスメディア等を活用した啓発活動を行った。

　①食の安全・安心講習会開催

　　開催場所：雲南市　チェリヴァホール

　　参加者数：135名

　②消費者問題出前講座の実施

　　実施回数：111回

　③マスメディア等を活用した啓発活動

　　・スポットＣＭの放送　　57回

　　・ＦＭ山陰　　　　　　　12回　毎月第４火曜日放送

　　・ＢＳＳラジオ　　　　　24回　毎月第１･３木曜日放送

　　・島根日日新聞　　　　　24回　毎月第１･３金曜日掲載

　　・山陰中央新報「くらしの相談室」　　12回　毎月第１月曜日

　　・消費者啓発テレビ番組放送　　　	　12回

　④消費者啓発情報紙「くらしの窓」発行

　　部数：30,200部、年４回発行

12,448 環境生活総務課

－ 37 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

●消費者団体等活動支援事業

　	地域の消費者リーダー育成と地域の消費者団体の育成に努め、それらの

自主的な活動の支援を行った。

　①消費者リーダーの活動推進

　　消費者問題出前講座へ派遣　　回数：19回

　②消費者リーダー育成事業

　　消費者リーダー育成講座　　　回数：９回

2,638 環境生活総務課

●学校における消費者教育の推進事業

　	子どものころから消費者としての知識や判断力を身につけるため、学校

で行われる消費者教育を支援した。

　①実践教育委託

　　	学校における消費者教育に関する研究業務を３研究会へ委託。その成

果を②により関係者に周知。

　②教員用情報紙「すくすく消費者」の発行・配布（全教員）

　③高３用パンフ「くらしのアドバイス」の作成・配布（高校３年生）

　④保護者用パンフ（偶数年度の発行）

　　「子どもたちも小さな消費者」の作成・配布（小５、６年生保護者）

1,720

（3）高齢者の自立及び社会参加の促進

①高齢者の生活安定及び自立の促進

●しまね　まめなかねット事業

　	ＩＴ（情報通信技術）は、地理的ハンディキャップを克服し、過疎化・高

齢化などの課題を解決する有効な手段として、様々な分野での活用が求

められている。情報通信基盤整備の進展に併せ、ホームページを通じて

ＩＴを活用した総合的な生活支援システム（「しまね・まめなかねット」）

の普及啓発を行った。

　＊事業内容：「しまね・まめなかねット」の普及啓発

　＊事業主体：県

－ 高齢者福祉課

●住まい情報提供事業

　長寿社会の住まいづくり相談員による説明、相談

　・開催回数：48回

　・参 加 者：351人

1,032 建築住宅課

●長寿社会の住まいづくり相談員研修事業

　・開催回数：３回

　・受 講 者：231人

　・相談員登録数：563人（累計）

442

●県営住宅建設事業

　	県営住宅の建て替えにあたっては、高齢者に配慮した住宅の建設を行っ

た。

　・建替による整備戸数：92戸

1,301,373

●県営住宅施設改善事業

　高齢者向け住戸改善事業

　・住戸改善戸数：17戸

33,944

●犯罪被害防止教室の開催

　	悪質商法や振り込め詐欺など、高齢者が被害に遭いやすい犯罪の被害防

止を呼び掛け、高齢者が安心して生活できる環境づくりを推進

　（1,927回　のべ参加者5,348人）

－ 警察本部

生活安全企画課

②社会参加の促進

●生涯現役社会づくり推進事業

　	「しまね高齢社会振興ビジョン21」の基本理念である「生涯現役社会・し

まねの実現」を図るために、新たな高齢社会づくりに向けた施策展開の

前提条件として、意識啓発と情報提供・情報発信に取り組んだ。

　＊事業内容

　　（1）生涯現役社会づくり啓発の展開

　　（2）各種広報媒体による情報提供・発信（県政広報活用等）

　　（3）ホームページ「しまねの高齢者福祉」の運用

　＊実施主体：県

483 高齢者福祉課

－ 38 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

●新たな共助の仕組みづくり推進事業

　	少子高齢社会に見合った持続可能なシステムを新たに構築するため、地

域活動を支える高齢者の育成を図るなど、元気な高齢者が支える側に立

って活動するような意識改革を促し、元気な高齢者が地域社会の担い手

となって活躍する「新たな共助の仕組みづくり」を推進した。

　＊実施主体：島根県社会福祉協議会

　＊事業内容

　（1）健康福祉祭

　　　	健康福祉祭の実施・全国健康福祉祭への派遣、シルバースポーツ大

会、文化交流大会、シルバー美術展

　（2）高齢者大学校

　　　シマネスクくにびき学園

　（3）お達者度チェック・認定制度モデル事業

81,829 高齢者福祉課

●「しまねいきいきファンド」による社会活動支援事業

　	中高年齢者が行う健康・生きがいづくり活動及び中高年齢者を含む地域

住民が行う地域活動に助成することにより、活力ある地域社会づくりの

促進を図った。	 （しまね長寿社会振興基金）

　＊実施主体：島根県社会福祉協議会

　＊事業内容

高齢者福祉課

　（1）夢ファクトリー事業

　　　	中高年齢者が培ってきた知識、経験、技術等を活かして、生産、加

工及びサービス提供を行い、成果物やサービスの対価をもって継続

を図るとともに事業活動を通して地域づくりに寄与することのでき

る事業

14,072

　（2）地域活動支援事業

　　　	中高年齢者が独自でまたは中高年齢者が地域住民と協働して、地域

での社会参画活動やボランティア活動等を行い、地域づくりや地域

での支えあい活動の推進に寄与し、継続が可能と思われる事業

　　　①文化伝承活動、世代間交流活動を通しての地域づくり事業

　　　②地域（福祉）活動リーダーの確保・養成事業

　　　③地域福祉型福祉サービス等の拠点確保及び開発実践事業

　　　④地域の子育て支援事業

　　　⑤高齢者の健康づくり・介護予防支援事業

　　　⑥障がい者の地域での自立生活支援事業

　　　⑦ボランティア活動支援事業

　　　⑧その他事業目的に沿った事業

　　　　＊事業実施期間　４月１日～翌年３月31日

7,920

●高齢者の安全まちづくり活動参加の推進

　①	高齢者を犯罪や交通事故から守るため、高齢者宅に対する個別巡回等

による防犯講習会等への参加呼びかけを行うとともに、公民館長など

と連携した高齢者参加の防犯講習会を開催するなど、高齢者が安心し

て暮らせる社会の実現に向けた取組を推進

　②	地域の高齢者に対して子ども見守り隊や子ども110番の家などの防犯

ボランティアへの協力を依頼するなど、地域で実施する安全なまちづ

くり活動への参加を促進

－ 警察本部

生活安全企画課

（4）障がい者の地域生活の支援

●障がい児等療育支援事業

　	在宅心身障がい児等の地域における生活を支えるため、身近な地域で療

育指導・相談等が受けられる療育機能の充実を図った。

　　H22：社会福祉法人に委託（９施設）

20,698 障がい福祉課

●精神障害者社会復帰施設運営事業

　	回復途上にある精神障がい者に居室等生活の場を提供するとともに、生

活指導等を通じて自立促進を図った。

　　運営費補助金交付施設　15施設

438,652

－ 39 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

●在宅心身障がい援護事業

　	各地域における心身障がい児（者）の療育体制の充実と受け皿の整備を

図るために、在宅の心身障がい児（者）を対象とする各種通園事業等を

実施及び支援した。

　（1）	重症心身障がい児（者）通園事業

　　　	在宅重症心身障がい児（者）に通園の方法により日常生活動作、機

能訓練等を行った。

　　　　H22：社会福祉法人に委託（４施設）

　（2）重症心身障がい児（者）サービス基盤整備事業

　　　	在宅重症心身障がい児（者）の在宅生活支援のため、看護職等を加

配して、ショートステイ及びデイサービス等を実施する事業所に対

して経費の一部を助成した。

　　　　H22：ショートステイ（３施設）

　　　　　　	デイサービス（13施設）

89,700 障がい福祉課

●特別児童扶養手当の支給

　	障がい児の福祉の増進に寄与することを目的とし、在宅障がい児の監護・

養育者に対する手当を支給した。

4,896

（手当は国給
付のため、手
当額は含ん
でいない）

●ケアホーム・グループホーム整備事業

　	自立のための生活の場を確保するため、ケアホーム・グループホームの

整備を行った。

133,000

●障害者就労支援センター事業

　	就業及びそれに伴う日常生活、社会生活上の支援を行い、障がい者の職業

生活における自立を図るため、国の制度による障害者就業・生活支援セ

ンター未設置圏域に、県単独事業で障害者就労支援センターを設置した。

4,175

●島根県子ども発達支援事業費補助金

　	市町村が実施する、在宅の障がい児及びその家族のニーズや地域の実情

に応じたきめ細やかな事業に対して補助した。

　（1）障がい児ミニ療育事業（12市町）

　（2）家族支援事業（２市）

12,278

●発達障がい者支援体制整備事業

　	自閉症などの発達障がい者の相談・支援のため、発達障がい者支援セン

ターを県東部・西部に各１ヵ所設置するほか、発達障がい者に対する理

解を促進するため、啓発・研修等を行った。

　　H22:発達障がい者支援フォーラム（220名）

　　　　研修会等（718名）

56,997

－ 40 －



基本目標Ⅳ　個人の尊厳の確立
重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

重点目標11　女性に対するあらゆる暴力の根絶

（1）女性に対する暴力を根絶するための基盤づくり

●男女共同参画の理解促進事業【再掲】

　①啓発誌「しまねの女と男」の発行（年２回　各3,500部発行）

　②講演会、研修の開催

　　・男女共同参画セミナー（約210名参加）

　　・企業、団体役員セミナー（約100名参加）

　　・男女共同参画テーマ別お届け講座（５ヵ所、のべ253名参加）

　③市町村、団体等の男女共同参画に関する相談対応（相談件数：40件）

　④市町村男女共同参画計画の策定支援（１町）

3,108 環境生活総務課

●普及啓発活動

　	「女性に対する暴力をなくす運動」期間（毎年11/12～11/25）　に啓発活

動を実施することにより、女性に対する暴力根絶の社会的気運を醸成す

るとともに女性相談窓口の周知を図った。

　＊活動内容：	テレビ広報、街頭キャンペーン、県庁前電光掲示板による

広報、のぼり旗掲示

－ 青少年家庭課

●女性相談事業

　	女性の各般にわたる相談に応じ、女性が安心して暮らせる環境の整備を

図った。

　＊事業内容：	女性相談センター及び児童相談所における女性相談の実施

　＊H22年度相談件数：3,602件

39,120

●広報活動

　①チラシ10,000枚・カード10,000枚作成配布

　②新聞折込による広報

280 警察本部

生活安全企画課

●女性を犯罪被害から守るための対策

　	暴力をはじめとした各種犯罪から女性を守るため「『子ども・女性』安全・

安心しまねアクションプラン」を策定し、関係機関や防犯ボランティア

団体と緊密に連携した女性の犯罪被害防止対策を推進

　①女性の自主防犯意識を高める活動

　　	職域や学校などを単位とした護身術の講習会を実施するとともに、犯

罪被害防止のためのＤＶＤやテキストブックを活用した研修会を開催

　　	また、みこぴー安全メールによる犯罪発生情報の発信活動を実施する

など、自主防犯意識を高める活動を推進

　②女性を守るための各種環境の整備

　　	街頭への防犯灯や防犯カメラの設置促進による安全な道路環境を整備

するとともに、事業者との「アパート安全安心ネットワーク」の構築

による女性の住環境を整備するなど、女性を犯罪から守るまちづくり

を推進

　　	また、女性の知名士を起用した防犯ポスターによる広報啓発活動を展

開するなど、社会全体で女性を守る気運を高める活動を推進

－

●ストーカー被害110番

　	ストーカー行為等に係る被害者の相談に対する指導・助言を行うととも

に、行為者に対する指導・警告・説得等を行い、女性に対する暴力の発

生を防ぐ環境づくりを推進

　＊事業内容：	ストーカー行為等に係る被害者の相談に対する指導・助言

を実施

　＊実施主体：警察本部

　＊事業実施期間：通年

－ 警察本部

少年女性対策課

●ストーカー・ＤＶ被害防止広報・啓発活動

　	ストーカー行為・ＤＶの被害防止に係る広報・啓発を行い、女性に対す

る暴力の発生を防ぐ環境づくりを推進

　＊事業内容：	一般向けの広報資料を利用したストーカー規制法、ＤＶ防

止法の概要、被害防止方策及び相談受理に関する広報・啓

発を実施

　＊実施主体：警察本部、警察署

　＊事業実施期間：通年

－

－ 41 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

（2）配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

●女性相談事業【再掲】

　	女性の各般にわたる相談に応じ、女性が安心して暮らせる環境の整備を

図った。

　＊事業内容：女性相談センター及び児童相談所における女性相談の実施

　＊H22年度相談件数：3,602件

39,120 青少年家庭課

●ＤＶ被害者等保護事業

　	夫等から保護が必要な女性及び同伴家族を一時保護し、問題解決に向け

て援助を行った。

　＊H22年度一時保護件数：37件　

23,709

●ＤＶ関係相談担当者意見交換会

　　県下６地区　のべ参加者56名

71 警察本部

生活安全企画課

●警察安全相談体制の整備

　①全警察署に専任の警察安全相談担当者を確保

　②非常勤嘱託職員の警察安全相談員の配置

　　相談センター及び４警察署（松江・出雲・浜田・益田）　８名

－

●警察安全相談担当者に対する教養

　警察相談担当者会議の開催

　県下12警察署の警察安全相談係長を対象に開催

18

●配偶者暴力相談活動

　	配偶者暴力に係る被害者の相談に対する指導・助言を行うとともに、行

為者に対する指導・警告・説得等を行い、女性に対する暴力の発生を防

ぐ環境づくりを推進

　＊事業内容：配偶者暴力に係る被害者の相談に対する指導・助言を実施

　＊実施主体：警察本部、警察署

　＊事業実施期間：通年

－ 警察本部

少年女性対策課

（3）性犯罪対策の推進

●教養及び研修

　・被害者支援専科　平成22年６月14日～18日　13名

　・各種専科　13専科　のべ161名

　・担当者会議　平成22年５月７日　12名

－ 警察本部

広報県民課

●公費負担制度の運用

　・診断書　４件　	7,635円

　・初診料　５件　71,749円

79

●	加害者の処罰を徹底するために、関係法令を厳正に適用して性犯罪捜査

を推進し、強姦事件・強制わいせつ事件等を検挙した。

－ 警察本部

捜査第一課

●女性警察官等に対する研修会の開催

　性犯罪捜査実務研修会の開催

　年１回開催　22名参加

　＊事業内容：	性犯罪捜査・被害女性の相談等に携わる捜査員等の研修会

を開催し被害女性への的確な支援を行った。

　＊実施主体：警察本部、警察署

　＊事業実施期間：通年

－

●性犯罪指定捜査員制度の運用

　＊事業内容：	警察官、少年補導職員の中から、女性職員を中心に、捜査経

験者等適格者を性犯罪指定捜査員として指定し、性犯罪捜

査において、被害者からの事情聴取、被害届の受理、捜査

手続きの説明、病院受診時のつきそい等の活動を実施した。

県下警察署をブロックに分け、性犯罪指定捜査員を配置さ

れているブロック内で運用した。性犯罪指定捜査員に対し

性犯罪捜査に関する教養等を実施した。

　＊事業実施主体：警察本部、警察署

　＊事業実施期間：通年

－

－ 42 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

●性犯罪被害者の心情に配慮した採証活動

　	被害者の心情に配慮した採証活動を行うことにより被害女性の保護を推

進

　＊事業内容：	全警察署及び警察本部に配布している性犯罪被害者の証拠

資料を採取する際の器具や着替え等を整備した。

　＊整備箇所：警察本部、全警察署

　＊実施主体：警察本部、警察署

　＊事業実施期間：通年

－ 警察本部

捜査第一課

（4）売買春への対策の推進

●女性相談事業【再掲】

　	女性の各般にわたる相談に応じ、女性が安心して暮らせる環境の整備を

図った。

　＊事業内容：女性相談センター及び児童相談所における女性相談の実施

　＊H22年度相談件数：3,602件

39,120 青少年家庭課

●被害児童の保護活動

　	児童買春・児童ポルノ禁止法違反や島根県青少年健全育成条例違反の取

締りを行った。併せて事件により心身に影響を受けた被害児童等に対し、

少年補導職員等によるカウンセリングなどの保護活動を行った。

　＊実施主体：警察本部、警察署

　＊事業実施期間：通年

－ 警察本部

少年女性対策課

（5）人身取引への対策の推進

●女性相談事業【再掲】

　	女性の各般にわたる相談に応じ、女性が安心して暮らせる環境の整備を

図った。

　＊事業内容：女性相談センター及び児童相談所における女性相談の実施

　＊H22年度相談件数：3,602件

39,120 青少年家庭課

●ＤＶ被害者等保護事業

　	夫等から保護が必要な女性及び同伴家族を一時保護し、問題解決に向け

て援助を行った。

　＊H22年度一時保護件数：37件　

23,709

●人身取引相談と安全確保体制の整備

　	各警察署に警察庁・関係機関等で作成した「人身取引に関するリーフレ

ット、啓発ポスター」を配布し、警察活動を通して人身取引被害者が相

談しやすい体制の整備に努めた。また、警察職員に対する教養を実施し、

相談対応要領等の周知を図った。

　＊事業内容：	人身取引被害者の相談等に対する保護と雇用主等に対する

指導取締りを行った。

　＊実施主体：警察本部

　＊事業実施期間：通年

－ 警察本部

生活環境課

（6）セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

①雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

●	県職員のセクシュアル・ハラスメント防止対策のためのパンフレット等

を活用し各職場における啓発に努めた。人権同和問題職場研修推進員研

修会において研修を行った。

　	引き続き各所属ごとに相談体制の充実を図るなど未然防止や相談しやす

い環境づくりに努めた。

－ 人事課

●	「セクシュアル・ハラスメントその理解と防止のために」（平成13年８月

県教育委員会発行）を活用し、各学校において職員研修を実施

－ 教育庁

義務教育課

②雇用の場以外におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

●児童福祉施設児童処遇向上事業

　	児童養護施設等の職員研修の開催等を支援することにより、施設入所児

童の処遇向上を図った。

　（1）施設入所児童ミーティング事業

　（2）合同職員研修事業

　（3）専門的処遇推進事業

294 青少年家庭課

－ 43 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

●	「セクハラと子どもの人権」（平成12年４月県教育委員会発行）を活用し、

各学校において職員研修を実施

－ 教育庁

高校教育課

義務教育課

（7）ストーカー行為等への対策の推進

●ストーカー被害110番【再掲】

　	ストーカー行為等に係る被害者の相談に対する指導・助言を行うととも

に、行為者に対する指導・警告・説得等を行い、女性に対する暴力の発

生を防ぐ環境づくりを推進

　＊事業内容：	ストーカー行為等に係る被害者の相談に対する指導・助言

を実施

　＊実施主体：警察本部

　＊事業実施期間：通年

－ 警察本部

少年女性対策課

●ストーカー・ＤＶ被害防止広報・啓発活動【再掲】

　	ストーカー行為・ＤＶの被害防止に係る広報・啓発を行い、女性に対す

る暴力の発生を防ぐ環境づくりを推進

　＊事業内容：	一般向けの広報資料を利用したストーカー規制法、ＤＶ防

止法の概要、被害防止方策及び相談受理に関する広報・啓

発を実施

　＊実施主体：警察本部、警察署

　＊事業実施期間：通年

－

●警察安全相談体制の整備【再掲】

　①全警察署に専任の警察安全相談担当者を確保

　②非常勤嘱託職員の警察安全相談員の配置

　　相談センター及び４警察署（松江・出雲・浜田・益田）　８名

－ 警察本部

生活安全企画課

●警察安全相談担当者に対する教養【再掲】

　警察相談担当者会議の開催

　県下12警察署の警察安全相談係長を対象に開催

18

●相談業務相互支援ネットワーク

　	警察署単位でのネットワーク会議の開催など、関係機関・団体との連携

を強化

－

重点目標12　メディアにおける女性の人権の尊重

（1）メディアにおける女性の人権尊重に向けた機運の醸成

●関係団体との連携による男女共同参画推進事業【再掲】

　・	「男女共同参画社会形成促進会議」の開催により、情報交換・意見交換

を実施

　　構成団体：	51団体（行政13、関係団体15、女性団体13、学識・マスコ

ミ10）

191 環境生活総務課

●サイバー犯罪の防止に関する広報

　	被害防止に関する講演及び警察相談に関する広報活動を行い、被害防止

対策を推進した。

　＊事業内容：	セキュリティアドバイザー及び各警察署担当者によるサイ

バー犯罪の被害防止に関する講演、教室の開催及び広報紙

等による被害防止活動の推進

　＊実施主体：警察本部、警察署

　＊事業実施期間：通年

－ 警察本部

生活環境課

（2）公的刊行物における性差別につながらない表現の促進

●関係団体との連携による男女共同参画推進事業【再掲】

　・	「男女共同参画社会形成促進会議」の開催により、情報交換・意見交換

を実施

　　構成団体：	51団体（行政13、関係団体15、女性団体13、学識・マスコ

ミ10）

191 環境生活総務課

－ 44 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

重点目標13　生涯を通じた女性の健康づくりの推進

（1）生涯を通じた女性の健康保持増進

●思春期等相談事業

　思春期等を対象に相談・支援する関係者の資質の向上を図った。

　＊実施主体：県

　＊事業内容：①思春期保健関係者研修会（教育庁保健体育課と共催）

　　　　　　　②保健所における相談・教育

95 健康推進課

（2）妊娠・出産等における女性の健康支援

●妊娠高血圧症候群等療養援護費支給事業

　	妊娠中毒症に罹患している妊産婦が必要な医療を受けるために入院した

場合、その療養に要する費用の一部を支給した。

　＊件数：１件

22 健康推進課

●不妊専門相談センター事業

　	不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療に関する知識を有する専門医師・助産

師等による電話相談及び面接相談を行い、悩みの解消及び適切な情報提

供により自己決定ができるよう支援した。

　＊実施主体：県

　＊主な事業内容

　　・電 話 相 談：月～金　13:00～16:00

　　・メール相談：随時

　　・面 接 相 談：要予約

　＊実施場所：県立中央病院に「不妊専門相談センター」を委託設置

　＊対　　象：不妊で悩む夫婦等

　＊相談件数：305件

2,256

●特定不妊治療費助成事業

　	不妊症のため子どもを持つことができない夫婦に対して治療費が高額で

ある体外受精及び顕微授精（特定不妊治療）について、その医療費の一

部を助成することにより経済的負担の軽減を図った。

　＊実施主体：県

　＊助 成 額：	治療１回につき助成上限額15万円

　　　　　　　１年度あたり２回を限度に通算５年助成

　＊助成件数：559件

78,802

〈学校における発達段階に応じた適切な性に関する指導の実施〉

●	学校におけるエイズ教育・性に関する指導の充実を図るため、教員を対

象に講義・演習、文科省研修の伝達講習及び研究協議等を行った。

　・対 象 者：	浜田及び益田教育事務所管内の小・中学校及び県立学校の

教員

　・受講人数：164名

53 教育庁

保健体育課

（3）女性の健康を脅かす問題への対策の推進

●エイズ・性感染症普及啓発事業

　	世界エイズデー（12月１日）における街頭キャンペーンや出張講座を実

施し、正しい知識の普及を図った。

1,551 薬事衛生課

●性感染症検査事業

　・性感染症検査（エイズ）　　：376件

　・性感染症相談件数（エイズ）：578件

1,411

－ 45 －



重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

●薬物乱用防止の広報・啓発活動

　	中学生・高校生・大学生等を中心に、広報・啓発活動を通じて薬物乱用

の健康被害等を訴え、薬物乱用を許さない社会環境の醸成に努めた。

　※事業内容

　　・	警察広報紙をはじめ、自治体・関係機関広報紙及びマスメディアを

利用した広報・啓発活動を推進した。

　　・	県下の小・中・高等学校401校中395校（実施率98.5％）において薬

物乱用防止教室を開催、大学１校において同教室を開催した。

　　・	県下市町村における各種イベント開催に合わせて薬物乱用防止広報

車を利用して薬物乱用防止広報を実施した。

　※実施主体：警察本部、警察署

　※事業実施期間：通年

－ 警察本部

少年女性対策課

組織犯罪対策課

－ 46 －



基本目標Ⅴ　国際社会を視野に入れた取組の推進     
重点

目標

基本

方向
H22年度施策の実施状況

事業費実績

（千円）
所　管　課

重点目標14　国際社会を視野に入れた取組の推進

（1）国際規範・基準と国際交流の推進

●しまね多文化共生推進事業

　	県内における多文化共生社会を推進するために、外国人住民への各種支

援事業を実施した。

　【実施内容】

　　①多言語対応による相談員の配置

　　②日本語教室の運営支援

　　③多文化共生ボランティアの育成

　　※委託先：（財）しまね国際センター

2,775 文化国際課

－ 47 －



　　

整理
番号

受付
年月日

申出内容
処理
年月日

処理結果及び施策改善への反映状況

1 H15.3.10

　栄養士の資格を取ったり保育士に
なりたい男子高校生の希望を叶えら
れる進学先は、県内では県立女子短
期大学しかない。男女共同参画の家
庭や地域をつくるために、早急に共
学を検討してほしい。

H15.4.25

　県立女子短期大学において学内検討組織を立ち上げ、大学全体の
見直しに取り組んでいるところであり、この中で検討を進める旨の回答
をした。

2 H17.12.2

　プルトニウム混合燃料に関する懇談
会の委員の選任に関して、名簿案が
作成されると同時に関係課への報告
がなされていないこと構成員の女性
の比率が１７分の４であることから付
属機関等条例に違反している。 H18.1.27

・関係課への報告については、委員の委嘱手続きが終了後「付属機関
等の設置及び運営に関する要綱」に基づき速やかに報告を行ってい
る。
・懇談会に係る構成員は、議決権の有無、定足数の対象であるか否か
等から１２名であり、このうち女性は４名である。女性の登用について
は、「県付属機関等の設置及び構成員の選任等に関する条例」に沿っ
て選任に努めたところであるが結果として女性委員が40%を下回ること
となったものである。政策方針決定過程への女性の参画推進に向け
て、幅広い観点から女性人材を登用することは重要なことであるので、
今後とも女性の参画を進め、男女共同参画の推進に努める。
以上について申出者に対して回答した。

3 H17.12.26

　第2回プルトニウム混合燃料に関す
る懇談会において実施された講演が、
客観的データーに基づかない大衆操
作・女性蔑視の内容であったとされ、
講師の選定と講演内容について苦情
の申出でがされた。

H18.2.2

・講師の選定については、第1回懇談会での決定を受けリスク論の分野
における専門家の中から、リスク論を平易に解りやすく話していただけ
る方を選定した。
・講演内容については、話の受け止め方は個々人によって異なるが、
懇談会の委員からは有益な話であったと評価いただいている。今後と
も懇談会における講師の選定については、テーマについて該当する分
野から懇談会の決定を受け最も適切な方を選定していく。
以上について申出者に対して回答した。

4 H18.5.9

　平成１８年３月に改定された島根県
男女共同参画計画（しまねパートナー
プラン21）中の「ジェンダー・フリー」に
関する説明が、間違った解釈だけが
記載されており、県民に大きな誤解を
与えている。

H18.6.23

　「しまねパートナープラン21（改定版）」における「社会的性別」(ジェン
ダー)についての用語解説は、国の計画との整合を図るため、平成17
年12月27日に策定された国の男女共同参画基本計画（第2次）中の記
述をそのまま掲載したものである。
　当該記述は、「ジェンダー・フリー」という用語が、使う人によってその
意味や主張する内容が様々である中、「ジェンダー・フリー」を使用して
の不適切な事例を掲載しているものと考えている。
　しかし、当該記述内容のとらえ方によっては、県が目指す男女共同参
画社会の実現に向けた県民の取り組みについても否定される懸念が
あることから、県としては、今後、施策を進めるに当たって、男女共同参
画の理念や「社会的性別」(ジェンダー)について、誤解を受けることのな
いよう理解と普及に努めていく。
以上について申出者に対して回答した。

5 H18.5.11

・第10回プルトニウム混合燃料に関
する懇談会の最終報告書の採決に
おいて、女性の反対意見の持ち主に
対する蔑視があった。
・第9回会議の議事要旨において、会
議冒頭で30分にもわたる女性委員の
発言を一切無視し、一行も触れられ
ないのは、女性に対する人権無視で
ある。

H18.6.23

　採択の表決については、下記1のとおり適正に行われたものと考えて
いる。
　また、第9回懇談会議事録要旨作成についても、下記2のとおり懇談
会委員の承認のもとに適切に作成したものと考えている。
　このことから、女性の反対意見の持ち主に対する蔑視はなかったもの
と考える。
　1.採択の表決について
第10回懇談会における最終意見書の採択に当たっては、議長は報告
書案についての意見以外に、その他の意見についても受け入れる旨
発言されるなど各委員に意見を表明する機会を何度も与えられており、
賛成されなかった女性委員についても意見表明の機会は確保されてい
たものと考えている。また、表決については、異議のない方に挙手を求
めることにより、懇談会設置要綱の規定に基づき過半数であることを確
認されたものであり、適正に行われている。
　2.第9回懇談会の議事録要旨について
懇談会議事録要旨は、個々の委員の発言内容を記録するものではな
く、どのような議事が行われたかの概要を記録する観点から作成したも
ので、懇談会で確認された後、確定し公開している。また、この議事録
要旨に併せて各委員の発言内容等詳細な内容を記録した議事録を作
成し、県のホームページで公開しており、全ての議事内容が確認できる
ようにしている。
以上について申出者に対して回答した。

6 H19.7.17

　出雲市内の中学校においては、全
ての学校で、女性の生徒はスカートと
いう決まりが校則で義務付けられて
いる。
　これは、男女の権利を平等にしよう
という社会の考え方、方向性に逆行
している。是非、県内の公立中学校、
高校において女性の生徒もスカート
のほか、権利としてズボンも選択でき
る制度の導入を働きかけてほしい。

H19.10.9

　国の指導では、校則等は、各学校において、地域の実情、児童生徒
の発達段階、学校の方針、保護者の考え方、児童生徒の実態等を踏
まえることが必要とされる。
　また、校則は各学校において適切に考えられることが基本であり、文
部科学省等による校則の基準づくりは、校則の画一化を招くことにな
り、適当でないとしている。
　県教育委員会としても、校則は学校個々の判断の上、定めるべきも
のであり、一概にスカートとズボンの選択性導入という、画一的な指導
を行う考えはない。
　しかし、校則を定めるに当たっては、男女平等など基本的な人権尊重
に配慮されるべきであると考える。
　県教育委員会としては、今後とも教職員の男女共同参画に関する理
解促進のための研修を継続するとともに、校則についても男女共同参
画の視点に立って、積極的に見直していくよう指導していく。
以上について申出者に対して回答した。

苦　情　処　理　の　状　況
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重点目標 施策の基本的方向

重点目標　１ (1)職場、家庭、地域等における制度・慣行の見直し

(2)男女共同参画の視点にたった施策の策定及び実施

(3)男女共同参画にかかわる情報の整備・提供

重点目標　２ (1)全県的広がりを持った広報・啓発活動の展開

(2)男女共同参画に関する法令等の周知

重点目標　３ (1)学校教育等における男女共同参画に関する教育の推進

(2)家庭・地域における男女共同参画に関する教育の推進

(3)多様な学習ニーズに対応した学習機会の提供

重点目標 施策の基本的方向

重点目標　４ (1)県の政策・方針決定過程への女性の参画推進

(2)県における女性職員の登用等の促進

(3)県の政策・方針決定過程への女性の意見の反映の促進

島根県男女共同参画計画　（改定版）　施策体系　（計画期間　平成18年度～22年度）

基本目標Ⅰ　男女共同参画社会づくりに向けた社会制度・慣行の見直しと意識の改革

基本目標Ⅱ　政策・方針決定過程への男女共同参画の推進

男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革

男女共同参画を推進する教育・学習の充実

県の政策・方針決定過程への女性の参画推進

男女共同参画の視点にたった社会制度・慣行
の見直し

重点目標　５ (1)市町村への働きかけと支援の推進

(2)各種機関、団体、企業等の取組の促進

重点目標　６ (1)女性の人材育成

(2)女性人材情報の整備・提供

重点目標 施策の基本的方向

重点目標　７ (1)家庭生活、地域社会等における男女共同参画の促進

(2)育児・介護と雇用の両立及び再就職の支援

(3)多様なライフスタイルに対応した子育て支援対策の充実

(4)介護サービス等の充実

重点目標　８ (1)男女に均等な雇用環境の整備

(2)働く女性の妊娠・出産にかかわる保護

(3)女性の職業能力の開発の促進

(4)多様な働き方を可能とする就業条件の整備

基本目標Ⅲ　家庭、職場、地域における男女共同参画の推進

市町村・企業・団体等における取組の促進

女性の人材育成と人材情報の整備・提供

家庭生活と他の活動の両立支援

雇用の分野における男女共同参画の促進
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重点目標　９ (1)あらゆる場における意識及び行動の変革

(2)政策・方針決定過程への女性の参画の促進

(3)女性の経済的地位の向上及び就業環境の整備

(4)女性が住みやすく活動しやすい環境づくりの推進

重点目標　１０ (1)防災・災害復興対策における男女共同参画の推進

(2)消費生活の安定と向上の推進

(3)高齢者の自立及び社会参加の促進

(4)障害者の地域生活の支援

重点目標 施策の基本的方向

重点目標　１１ (1)女性に対する暴力を根絶するための基盤づくり

(2)配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

(3)性犯罪対策の推進

( )売買春 対策 推進

だれもが安心して暮らせる環境の整備

基本目標Ⅳ　個人の尊厳の確立

女性に対するあらゆる暴力の根絶

農林水産業等におけるパートナーシップの確立

(4)売買春への対策の推進

(5)人身取引への対策の推進

(6)セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

(7)ストーカー行為等への対策の推進

重点目標　１２ (1)メディアにおける女性の人権尊重に向けた機運の醸成

(2)公的刊行物における性差別につながらない表現の促進

重点目標　１３ (1)生涯を通じた女性の健康保持増進

(2)妊娠・出産等における女性の健康支援

(3)女性の健康を脅かす問題への対策の推進

重点目標 施策の基本的方向

重点目標　１４ (1)国際規範・基準と国際交流の推進

基本目標Ⅴ　国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進

国際社会を視野に入れた取組の推進

メディアにおける女性の人権の尊重

生涯を通じた女性の健康づくりの推進
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重点目標 施策の基本的方向

重点目標　１ (1)全県的な広がりを持った広報・啓発活動の展開

(2)男性や若者にとっての男女共同参画の推進

(3)男女共同参画に関する情報の収集・提供

重点目標　２ (1)学校教育などにおける男女共同参画に関する教育の推進

(2)家庭・地域における男女共同参画に関する教育の推進

重点目標 施策の基本的方向

重点目標　３ (1)県の政策・方針決定過程への女性の参画の推進

(2)市町村、企業、団体等における取組の促進

重点目標 施策の基本的方向

重点目標　４ (1)仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の理解促進と定着

(2)多様なライフスタイルに対応した子育てや介護の支援

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
の

第２次島根県男女共同参画計画施策体系　（計画期間　平成23年度～27年度）

基本目標Ⅰ　男女共同参画社会づくりに向けた慣行の見直しと意識の改革

基本目標Ⅱ　政策・方針決定過程への男女共同参画の推進

基本目標Ⅲ　家庭、職場、地域における男女共同参画の推進

男女共同参画に関する教育・学習の推進

地域における慣行の見直しと意識の改革

県の政策・方針決定過程への女性の参画推進
と市町村、企業、団体等における取組の促進

(3)男女に均等な雇用環境の整備と能力開発

重点目標　５ (1)政策・方針決定過程への女性の参画の促進

(2)女性の経済的地位向上の促進

重点目標　６ (1)地域における男女共同参画の推進

(2)だれもが安心して暮らせる環境の整備

重点目標 施策の基本的方向

重点目標　７ (1)配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護などの推進

(2)性犯罪等への対策の推進　

(3)セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

重点目標　８ (1)思春期・若年期における健康づくり

(2)妊娠・出産などに関する健康支援

(3)中高年期における健康づくり

基本目標Ⅳ　個人の尊厳の確立

女性に対するあらゆる暴力の根絶

生涯を通じた男女の健康づくりの推進

の推進

農林水産業等における男女共同参画の促進

地域における男女共同参画の推進とだれも
が安心して暮らせる環境の整備
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